
議案第 41号  

 

 

西脇市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

西脇市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

令和５年５月 30日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機による課税証明

書の交付の導入に伴い、所要の改正を行う必要があるため。  
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